
様式第１号 令和元年度　計画・条例等一覧【市民参画対象】

№ 計画及び条例等の名称
　計画及び条例等の内容（特に必要と
認め市民参画を実施する場合はその理

重要 除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）

2
花巻市子ども・子育て支援
事業計画

【目的】
　子ども・子育て支援法に基づき、
「市町村子ども・子育て支援事業計
画」の第２期計画として策定
【内容】
・教育・保育提供区域ごとの教育・保
育の利用見込み及びその確保方策
・地域子ども・子育て支援事業の利用
見込み及びその確保方策
・計画の推進体制　等
【区分】
　基本計画
【計画期間】
　令和２年度～令和６年度
【関係法令】
　子ども・子育て支援法第61条

ア
計画

1
花巻市まちづくり総合計画
第３期中期プラン

【目的】
   花巻市まちづくり総合計画に掲げる
将来都市像を実現するため策定
【内容】
   目標年次までに取り組む施策の方向
や数値目標、主要事業等
【区分】
   実施計画
【計画期間】
   令和２年度～令和５年度

キ
特に
必要

1



様式第２号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年度　市 民 参 画 計 画 書

１　参画の対象

２　選択した市民参画の方法

結果公表
の方法

及び時期

市ホームぺージに掲載する。（令和元年１０月）
結果公表
の方法
及び時期

市ホームぺージの自治推進委員会・地域協議会の開催結果をもって公表とす
る。（令和元年１０月）

方法や時
期を選択
した理由

第３期中期プランの素案に対する住民及び関係団体の意見を聴取し、素案へ反映
させるため、上記の時期を選択した。 方法や時

期を選択
した理由

花巻市地域自治推進委員会条例第２条及び花巻市地域自治区設置条例第８条第
２項の規定により、地域自治推進委員会への意見聴取及び地域協議会への諮問
が必要であることから、第３期中期プランの素案に対する意見を聴取し、素案
へ反映させるために上記の時期を選択した。

周知方法
及び

周知時期

関係団体等（素案策定に際して意見を聴取した団体）に対しては開催日の２週間
以上前に郵送により通知する。（令和元年9月下旬）
市民に対しては広報はなまき（令和元年10月1日号）、市ＨＰ（令和元年10月
上旬）等により周知する。

周知方法
及び

周知時期

開催日の２週間以上前に郵送により通知する。（令和元年９月下旬）

対象者
(対象
地域)

全市民（花巻地域、大迫地域、石鳥谷地域、東和地域） 対象者
(対象
地域)

公共的団体から推薦された者、学識経験を有する者、公募による者
花巻市地域自治推進委員会（１５人）、大迫地域協議会（１５人）、石鳥谷地
域協議会（１５人）、東和地域協議会（１４人）

名　称 地域説明会 名　称 花巻市地域自治推進委員会・各地域協議会への諮問

時　期
及び
回　数

令和元年１０月　４回
時　期
及び

回　数

令和元年１０月　４回（花巻市地域自治推進委員会、大迫地域協議会、石鳥谷
地域協議会、東和地域協議会）

対象の内容

【目的】花巻市まちづくり総合計画に掲げる将来都市像を実現するため策定
【内容】目標年次までに取り組む施策の方向や数値目標、主要事業等
【区分】実施計画
【計画期間】令和２年度～令和５年度

方法① 意見交換会の開催 方法② 審議会その他の附属機関における委員の公募

担当部署：総合政策部秘書政策課

担当者：瀬川千香子　　内線（211）

対象の名称 花巻市まちづくり総合計画第３期中期プラン 対象区分 特に必要と認められるもの



３　計画・条例等の全体スケジュール

方向性の検討・決定 素案の検討・策定 素案策定

結果の公表

通知 実施 意見の整理

結果の公表

通知 実施 意見の整理

実施 結果の公表

通知 意見の整理

３月 ４月
策
定
等

方
法
①

方
法
②

方
法
③

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

方法や時
期を選択
した理由

花巻市総合計画審議会は、花巻総合計画審議会条例に基づく、市の総合的な計画
の策定及び推進に関する重要事項を調査審議するための市長の諮問機関であり、
第３期中期プランの素案について諮問するため、上記の時期を選択した。

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

対象者
(対象
地域)

公共的団体等の役職員、地域協議会及び地域自治推進委員会の代表者、識見を有
する者、その他市長が必要と認める者   花巻市総合計画審議会（２０人）

結果公表
の方法

及び時期

市ホームぺージの総合計画審議会の開催結果をもって公表とする。（令和元年１
０月）

時　期
及び
回　数

令和元年１０月　１回

周知方法
及び

周知時期

開催日の２週間以上前に郵送により通知する。（令和元年9月下旬）

方法③ その他適切と判断される方法

名　称 花巻市総合計画審議会への諮問



市民参画・協働推進職員チーム評価内容

検討の余地があるとした項目と理由

市民参画・協働推進委員会評価内容

検討の余地があるとした項目と理由

●評価後に記入　　反映したことや反映しなかった場合の理由

反映しなかった内容とその理由

【附帯意見】方法①意見交換会の開催（地域説明会）について、多くの市民が参加できるよう広く周知を徹底されたい。

反映した内容とその理由

　

総合評価

対象の名称 花巻市まちづくり総合計画第３期中期プラン

総合評価

周知方法検討の余地あり

周知時期

適切である

方 法

時 期

対象者（対象地域）

周知方法検討の余地あり

周知時期

適切である

方 法

時 期

対象者（対象地域）



様式第２号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年度　市 民 参 画 計 画 書

１　参画の対象

２　選択した市民参画の方法

３　計画・条例等の全体スケジュール

計画案議会説明

ニーズ調査集計 調査結果の分析・保育量の見込み算出・課題の抽出 確保方策の検討 計画素案の検討・主要事業計画集約 素案パブコメ計画案調製 計画案県協議・決定

会議① 会議② 会議③ 会議④

資料準備

広報・HPにより周知
実施 意見整理 結果の公表

担当部署：　教育部こども課

担当者：　村田　豊隆　内線（9-30-344）

対象の名称 花巻市子ども・子育て支援事業計画 対象区分 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

対象の内容
【目的】　子ども・子育て支援法に基づき、「市町村子ども・子育て支援事業計画」の第２期計画として策定
【内容】　教育・保育提供区域ごとの教育・保育の利用見込み及びその確保方策、地域子ども・子育て支援事業の利用見込み及びその確保方策、計画の推進体制　等
【計画期間】　令和２年度～令和６年度　　【関係法令】　子ども・子育て支援法第61条

方法① その他適切と判断される方法 方法② パブリックコメントの実施

名　称 子ども・子育て会議 名　称 花巻市子ども・子育て支援事業計画（素案）パブリックコメント

時　期
及び
回　数

令和元年７月、９月、12月、令和２年２月（年４回）
時　期
及び

回　数
令和2年１月～２月（１か月間）

周知方法
及び

周知時期

開催日の２週間までに郵送により通知するとともに、市ＨＰへ掲載する。
（６月中旬、９月上旬、11月中旬、１月下旬）

周知方法
及び

周知時期

広報はなまき12月15日号に掲載するとともに、市ホームページに掲載する。
素案については、当課及び総合政策部総務課、各総合支所地域振興課、各振興
センター、各市立図書館、まなび学園、花巻保健センターに備え付ける。

対象者
(対象
地域)

花巻市子ども・子育て会議委員（子どもの保護者、子ども・子育て支援に関する
事業に従事する者、子ども・子育て支援の関係団体に属する者、子ども・子育て
支援に関し識見を有する者、19名）

対象者
(対象
地域)

全市民を対象として実施する。

結果公表
の方法
及び時期

市ホームページに掲載する。（２月下旬）

方　法や
時　期を
選択した

理由

子ども・子育て支援法第77条において、合議制の機関と位置づけられており、会
議が子どもの保護者、子ども・子育て支援に関する事業従事者及び関係団体等、
子ども・子育ての当事者が含まれており、聴取結果を素案に反映させるため上記
の時期を選択した。

方　法や
時　期を
選択した

理由

多くの市民が意見を述べやすい方法として選択。
時期については、パブリックコメント後の意見集約及び市民からの意見を計画
へ反映させるめの十分な検討期間を考慮し、選択した。

５月 ６月 ７月 ８月

結果公表
の方法

及び時期
市ホームページに掲載する。（７月下旬、10月中旬、12月下旬、３月上旬）

３月 ４月
策
定
等

方
法
①

方
法
②

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月３月 ４月



市民参画・協働推進職員チーム評価内容

検討の余地があるとした項目と理由

市民参画・協働推進委員会評価内容

検討の余地があるとした項目と理由

●評価後に記入　　反映したことや反映しなかった場合の理由

対象の名称 花巻市子ども・子育て支援事業計画

総合評価

　

総合評価

　

反映した内容とその理由

反映しなかった内容とその理由

周知方法検討の余地あり

周知時期

適切である

方 法

時 期

対象者（対象地域）

周知方法検討の余地あり

周知時期

適切である

方 法

時 期

対象者（対象地域）



様式第5号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年度　市 民 参 画 報 告 書

１　参画の対象

２　実施した方法の詳細

３　実施した方法の自己評価

担当部署：健康福祉部健康づくり課

担当者：高橋　朱里　内線（390）

対象の名称 花巻市自殺対策計画 計画等の策定日（制定日） 平成31年4月1日

対象区分 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

対象の内容

【目的】　　　「誰もが自殺に追い込まれることのない社会」の実現
【計画期間】　平成31年～35年度
【関係法令】　自殺対策基本法　第１３条
【内容】　　　地域の自殺統計の分析、自殺対策の取り組み、推進体制、評価等

当初予定 実施内容 方法① 当初予定 実施内容

方法① 審議会その他の附属機関における委員の公募 審議会その他の附属機関における委員の公募

結果公
表の方
法　及
び時期

市ホームページに掲載する（平成30
年9月、平成31年4月）

名　称 健康づくり推進協議会 同左

周知方
法及び
時　期

開催日の２週間以上前に郵送により通
知する

開催日の２週間以上前に郵送により通知
した

○市民参画により効果があったこと

平成30年9月及び平成31年4月に市ホー
ムページに掲載するとともに、各団体へ
送付した。

実施の
時　期
(日時)
場所及
び回数
等の内

訳

８月下旬と２月下旬に開催（２回）

①花巻保健センター集団指導室
　9月18日（火）13時30分～15時
②花巻保健センター多目的ホール
　2月26日（火）13時30分～15時

　素案の修正を要する意見は多くはなかったが、今後取り組みを進めるうえで参考にすべ
き意見を得られた。

○予定を変更して実施した場合の内容と理由

○反省点

対象者
（対象
地域）

健康づくり推進協議会（花巻市医師会、花巻
市保健推進委員協議会、花巻農業協同組合生
活福祉部福祉課、岩手県中部保健所、花巻市
歯科医師会、花巻市民生委員児童委員協議
会、花巻市学校保健会、花巻市地域婦人団体
協議会、花巻青年会議所、花巻市社会福祉協
議会、花巻市食生活改善推進員協議会、花巻
市薬剤師会、岩手県看護協会花巻支部、岩手
県栄養士会県央地区、花巻商工会議所、花巻
市スポーツ推進委員協議会、花巻市法人立保
育所協議会、花巻私立幼稚園協議会、公募委
員２名）

同左
　素案の作成に時間を要したことから、事前の資料送付が遅れ、委員への十分な周知がで
きなかった。

実施結
果意見
提出者
数・提
出件数

等

①　出席者 18名　意見 6件
②　出席者 15名　意見 9件
　　　のべ 33名　意見15件

○市民参画の実施に当たっての改善点

　一般の方によりわかりやすい計画にするために、時間に余裕をもった計画策定スケ
ジュールとし、広く意見を聞く方策も考えていきたい。

方法①



２　実施した方法の詳細

３　実施した方法の自己評価

市ホームページに掲載した（平成３１年
４月）

対象の名称 花巻市自殺対策計画

当初予定 実施内容 方法② 当初予定 実施内容

　素案の修正を要する意見は多くはなかったが、専門的知見のもと、今後取り組みを進め
るうえで参考にすべき具体的な意見を得られた。

実施の
時　期
(日時)
場所及
び回数
等の内

訳

９月と１１月の２回出席（予定）

①花巻市役所新館１階会議室
　12月13日（木）13時30分～15時
②花巻市役所新館１階会議室
　  3月　1日（金）13時30分～15時

○予定を変更して実施した場合の内容と理由

　素案作成に時間を要したことに加え、部会員の改選に伴い、部会の開催が遅れたことか
ら、当初の開催時期より遅れた。開催時期を変更した。

○反省点

対象者
（対象
地域）

自立支援協議会相談部会（花巻市社会
福祉協議会、国立病院機構花巻病院、
花巻市身体障がい者相談員、中部保健
所、東和地域包括支援センター、地域
生活支援センターしおん、こぶし相談
室、相談支援事業所しょうふう、障が
い福祉課、相談支援事業所あけぼの）

自立支援協議会相談部会（花巻市社会福
祉協議会、国立病院機構花巻病院、花巻
市身体障がい者相談員、中部保健所、地
域生活支援センターしおん、こぶし相談
室、相談支援事業所しょうふう、障がい
福祉課、相談支援事業所あけぼの,サポー
トスペース・ココアルバ、弁護士事務
所）

　進行管理が十分でなかったことにより、素案の作成に時間を要し余裕をもった計画策定
に至らなかった。

方法② その他適切と判断される方法 その他適切と判断される方法

結果公
表の方
法　及
び時期

市ホームページに掲載する（平成30
年10月、12月）

名　称 自立支援協議会相談部会 同左

周知方
法及び
時　期

開催日の２週間以上前に郵送により通
知する

開催日の２週間以上前に郵送により通知
した

○市民参画により効果があったこと

実施結
果意見
提出者
数・提
出件数

等

①　出席者１１名　意見 6件
②　出席者１４名　意見７件
　　　のべ２５名　意見１３件

○市民参画の実施に当たっての改善点

　一般の方によりわかりやすい計画にするために、時間に余裕をもった計画策定スケ
ジュールとし、広く意見を聞く方策も考えていきたい。

方法②



市民参画職員チーム評価内容

　改善の余地があるとした項目と理由

　

市民参画・協働推進委員会評価内容

　改善の余地があるとした項目と理由

　

対象の名称 花巻市自殺対策計画

総合評価

総合評価

改善の余地あり

適切である

方 法

周 知

実施時期・場所等

結果公表

対象者（対象地域）

改善の余地あり

適切である

方 法

周 知

実施時期・場所等

結果公表

対象者（対象地域）



様式第１号 令和元年度　計画・条例等一覧【対象外・除外】

№

   地方公務員法の改正に伴う条例
制定であるため。

1
会計年度任用職員の給与に
関する条例

【目的】
　会計年度任用職員の給与等に関し必要
な事項を定める。
【内容】
　令和２年４月1日施行の改正地方公務員
法により設置される会計年度任用職員の
給与等について、制定する。
【議会及び施行日】
　①議会提案
　　令和元年９月定例会
　②施行日
　　令和２年４月１日

対象
外

2
会計年度任用職員の報酬、
期末手当及び費用弁償に関
する条例

【目的】
　会計年度任用職員の報酬等に関し必要
な事項を定める。
【内容】
　令和２年４月1日施行の改正地方公務員
法により設置される会計年度任用職員の
報酬、費用弁償等について、制定する。
【議会及び施行日】
　①議会提案
　　令和元年９月定例会
　②施行日
　　令和２年４月１日

対象
外

3

【目的】
　会計年度任用職員の育児休業報酬等に
関し必要な事項を定める。
【内容】
　令和２年４月1日施行の改正地方公務員
法に基づき、期末手当を支給する育児休
業の対象者を変更する。
【議会及び施行日】
　①議会提案
　　令和元年９月定例会
　②施行日
　　令和２年４月１日
【法令等に基づく改正の場合】
　①名称
　　地方公務員法
　②法令改正施行日
　　令和2年４月１日

対象
外

　法令の一部改正に伴い、所要の
改正を行うものであるため。

4

【目的】
　会計年度任用職員制度移行に伴い、条
例を廃止する。
【内容】
　令和２年４月1日施行の改正地方公務員
法に伴い、一般職非常勤職員が会計年度
任用職員に移行することから、条例を廃
止する。
【議会及び施行日】
　①議会提案
　　令和元年９月定例会
　②施行日
　　令和２年４月１日

対象
外

　地方公務員法の改正に伴う条例
廃止であるため。

除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）
計画及び条例等の名称

　計画及び条例等の内容（特に必要と認
め市民参画を実施する場合はその理由）

重要

　地方公務員法の改正に伴う条例
制定であるため。

花巻市職員の育児休業等に
関する条例の一部を改正す
る条例

花巻市一般職非常勤職員の
任用、勤務条件等に関する
条例の廃止

10



様式第１号 令和元年度　計画・条例等一覧【対象外・除外】

№ 除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）
計画及び条例等の名称

　計画及び条例等の内容（特に必要と認
め市民参画を実施する場合はその理由）

重要

6

7
花巻市市税条例の一部を改
正する条例

【目的】
　地方税法等の一部改正に伴い、所要の
改正を行う。
【内容】
・単身児童扶養者に係る住民税非課税措
置の導入及び関連規定の整備
・市民税申告に係る規定の整備
・軽自動車税の種別割に係る税率及び賦
課徴収の特例に関する規定の整備
・軽自動車税の環境性能割の非課税に係
る臨時的軽減規定（賦課徴収、税率の特
例を含む）の新設
【議会及び施行日】
　①議会対応
　令和元年６月定例会
　②施行日
　令和元年１０月１日ほか
【法令等に基づく改正の場合】
　①名称
　　地方税法等の一部を改正する法律
　⓶法令改正施行日
　　平成３１年４月１日

エ
義務
権利

オ
市税
等

5
　法令の一部改正に伴い、所要の
改正を行うものであるため。

　法令の一部改正に伴い、所要の
改正を行うものであるため。

　法令の一部改正に伴い、所要の
改正を行うものであるため。

花巻市市税条例の一部を改
正する条例

【目的】
　地方税法等の一部改正に伴い、所要の
改正を行う。
【内容】
・ふるさと納税制度の見直しに係る寄附
金税額控除規定の整備
・住宅ローン控除制度の拡充に係る住宅
借入金等特別税額控除規定の整備
・大法人に対する申告書の電子情報処理
組織による提出義務の創設に伴う規定の
整備
【議会及び施行日】
　①議会対応
　令和元年６月定例会
（平成３１年３月２９日専決処分）
　②施行日
　平成３１年４月１日ほか
【法令等に基づく改正の場合】
　①名称
　　地方税法等の一部を改正する法律
　⓶法令改正施行日
　　平成３１年４月１日

エ
義務
権利

オ
市税
等

花巻市国民健康保険税条例
の一部を改正する条例

【目的】
　地方税法施行令等の一部改正に伴い、
所要の改正を行う。
【内容】
・課税限度額の引き上げ
・減税措置に係る軽減判定所得の基準額
の見直し
【議会及び施行日】
　①議会対応
　令和元年６月定例会
（平成３１年３月２９日専決処分）
　②施行日
　平成３１年４月１日
【法令等に基づく改正の場合】
　①名称
　地方税法施行令等の一部を改正する政
令
　⓶法令改正施行日
　平成３１年４月１日

エ
義務
権利

オ
市税
等

11



様式第１号 令和元年度　計画・条例等一覧【対象外・除外】

№ 除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）
計画及び条例等の名称

　計画及び条例等の内容（特に必要と認
め市民参画を実施する場合はその理由）

重要

8

9
対象
外

対象
外

　消費税率の改正に伴う所要の改
正を行うものであるため。

花巻市道路占用料徴収条例
の一部を改正する条例

【目的】
道路法第39条の規定に基づき、道路の占
用料に関し必要な事項を定める。
【内容】
・令和元年10月1日の消費税率改正に伴
う占用料の消費税率改正
・占用期間が1か月未満の際に占用料に乗
ずる100分の108を100分の110に改
正
【議会及び施行日】
①議会提案
　令和元年6月定例会
②施行日
　令和元年10月1日
【法令等に基づく改正の場合】
①名称
　社会保障の安定財源の確保等を図る税
制の抜本的な改革を行うための消費税法
の一部を改正する等の法律等の一部を改
正する法律
②法令改正施行日
　平成28年11月28日

花巻市復興産業集積区域に
おける固定資産税の課税免
除に関する条例の一部を改
正する条例

【目的】
　東日本大震災復興特別区域法第６条第
１項に規定する認定復興推進計画に定め
られた復興産業集積区域の区域内におい
て当該認定復興推進計画に定められた事
業の用に供する施設又は設備を新設し、
又は増設した者に対する固定資産税の課
税免除に関し必要な事項を定める。
【内容】
　引用条項等所要の整理
【議会及び施行日】
①議会提案
　令和元年6月定例会
②施行日
　公布の日
③適用日
　平成３１年４月１日
【法令等に基づく改正の場合】
①名称
　東日本大震災の被災者等に係る国税関
係法律の臨時特例に関する法律
②法令改正施行日
　平成31年4月1日

　法令の一部改正に伴い、所要の
改正を行うものであるため。

12



様式第１号 令和元年度　計画・条例等一覧【対象外・除外】

№ 除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）
計画及び条例等の名称

　計画及び条例等の内容（特に必要と認
め市民参画を実施する場合はその理由）

重要

10

11

花巻市下水道条例の一部を
改正する条例

【目的】
　下水道法で定めるもののほか、公共下
水道の設置、管理及び使用に関し必要な
事項を定めている
【内容】
　・使用料の額に係る消費税及び地方消
　　費税の税率改正
【議会及び施行日】
　①議会提案
　令和元年６月定例会
　②施行日
　令和元年１０月１日
【法令等に基づく改正の場合】
　①名称
　・社会保障の安定財源の確保等を図る
　　税制の抜本的な改革を行うための消
　　費税法の一部を改正する等の法律等
　　の一部を改正する法律
　・社会保障の安定財源の確保等を図る
　　税制の抜本的な改革を行うための地
　　方税法及び地方交付税法の一部を改
　　正する等の法律等の一部を改正する
　　法律
　②法令改正施行日
　・平成２８年１１月２８日

対象
外

　消費税法等の一部改正に伴い、
税率を改めるものであるため。

花巻市戸別浄化槽の管理等
に関する条例の一部を改正
する条例

【目的】
　戸別浄化槽の適正な管理、費用負担及
び譲与に関し、必要な事項を定める
【内容】
　使用料の額に係る消費税及び地方消費
税の税率の改正
【議会及び施行日】
　①議会提案
　令和元年６月定例会
　②施行日
　令和元年１０月１日
【法令等に基づく改正の場合】
　①名称
　・社会保障の安定財源の確保等を図る
　　税制の抜本的な改革を行うための消
　　費税法の一部を改正する等の法律等
　　の一部を改正する法律
　・社会保障の安定財源の確保等を図る
　　税制の抜本的な改革を行うための地
　　方税法及び地方交付税法の一部を改
　　正する等の法律等の一部を改正する
　　法律
　②法令改正施行日
　・平成２８年１１月２８日

対象
外

   消費税法等の一部改正に伴い、
税率を改めるものであるため。

13



様式第１号 令和元年度　計画・条例等一覧【対象外・除外】

№ 除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）
計画及び条例等の名称

　計画及び条例等の内容（特に必要と認
め市民参画を実施する場合はその理由）

重要

12
花巻市汚水処理施設条例の
一部を改正する条例

   消費税法等の一部改正に伴い、
税率を改めるものであるため。

13
花巻市農業集落排水施設条
例の一部を改正する条例

【目的】
　農業集落の公衆衛生及び生活環境整備
を推進するため、農業集落排水施設の設
置、管理及び使用に関し必要な事項を定
める
【内容】
　・使用料の額に係る消費税及び地方消
　　費税の税率改正
【議会及び施行日】
　①議会提案
　令和元年６月定例会
　②施行日
　令和元年１０月１日
【法令等に基づく改正の場合】
　①名称
　・社会保障の安定財源の確保等を図る
　　税制の抜本的な改革を行うための消
　　費税法の一部を改正する等の法律等
　　の一部を改正する法律
　・社会保障の安定財源の確保等を図る
　　税制の抜本的な改革を行うための地
　　方税法及び地方交付税法の一部を改
　　正する等の法律等の一部を改正する
　　法律
　②法令改正施行日
　　平成２８年１１月２８日

対象
外

   消費税法等の一部改正に伴い、
税率を改めるものであるため。

【目的】
　汚水処理施設の設置、管理及び使用に
関し必要な事項を定める
【内容】
　使用料の額に係る消費税及び地方消費
税の税率改正
【議会及び施行日】
　①議会提案
　令和元年６月定例会
　②施行日
　令和元年１０月１日
【法令等に基づく改正の場合】
　①名称
　・社会保障の安定財源の確保等を図る
　　税制の抜本的な改革を行うための消
　　費税法の一部を改正する等の法律等
　　の一部を改正する法律
　・社会保障の安定財源の確保等を図る
　　税制の抜本的な改革を行うための地
　　方税法及び地方交付税法の一部を改
　　正する等の法律等の一部を改正する
　　法律
　②法令改正施行日
　・平成２８年１１月２８日

対象
外

14



様式第１号 令和元年度　計画・条例等一覧【対象外・除外】

№ 除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）
計画及び条例等の名称

　計画及び条例等の内容（特に必要と認
め市民参画を実施する場合はその理由）

重要

14
花巻市手数料条例の一部を
改正する条例

【目的】
　地方自治法第227条の規定に基づき徴
収する手数料について定める。
【内容】
　建築基準法の一部改正により、新たな
事務が追加されることに伴う当該事務の
手数料追加
【議会及び施行日】
①議会提案
　令和元年９月定例会
②施行日
　公布の日
【法令等に基づく改正の場合】
①名称
　建築基準法
②法令改正施行日
　令和元年６月下旬（予定）

対象
外

　法令の一部改正に伴い、貸付け
の内容について改正を行うもので
あるため。

　保険料の賦課徴収に関するもの
であるため。

16
花巻市介護保険条例の一部
を改正する条例

【目的】
　市が行う介護保険について、法令に定
めるもののほか、必要な事項を定める。
【内容】
　令和元年１０月の消費税率引上げに伴
う、公費による低所得者の保険料の軽減
措置の規定
【議会及び施行日等】
　①議会提案
　令和元年６月定例会
　②施行日
　平成３１年４月
　③適用日
　平成３１年４月１日
【法令等に基づく改正の場合】
　①名称
　介護保険法施行令
　②法令改正施行日
　　平成３１年４月1日

オ
市税
等

対象
外

【目的】
　暴風、豪雨等の自然災害により死亡し
た市民の遺族に対する災害弔慰金の支給
を行い、自然災害により精神又は身体に
著しい障害を受けた市民に災害障害見舞
金の支給を行い、並びに自然災害により
被害を受けた世帯の世帯主に対する災害
援護資金の貸付けを行い、もって市民の
福祉及び生活の安定に資する。
【内容】
・保証人及び貸付利率にかかる改正
・償還方法について、年賦及び半年賦償
還に月賦償還を追加
・その他、政令改正に伴う所要の改正
【議会及び施行日】
①議会提案
　令和元年６月定例会
②施行日
　公布の日
③適用日
　平成３１年４月１日
【法令等に基づく改正の場合】
　①名称
・第８次地方分権一括法に基づく災害弔
慰金の支給等に関する法律
・災害弔慰金の支給等に関する法律施行
令
　②法令改正施行日
　平成３１年４月１日

花巻市災害弔慰金の支給等
に関する条例の一部を改正
する条例

15

エ
義務
権利

　法令の一部改正に伴い、所要の
改正を行うものであるため。

15



様式第１号 令和元年度　計画・条例等一覧【対象外・除外】

№ 除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）
計画及び条例等の名称

　計画及び条例等の内容（特に必要と認
め市民参画を実施する場合はその理由）

重要

19
花巻市火災予防条例の一部
を改正する条例

【目的】
　消防法に基づき、市内の区域内におけ
る火災予防上必要な事項を定める。
【内容】
・工業標準化法の一部を改正する法律に
おいて、法律名が産業標準化法に、日本
工業規格が日本産業規格にそれぞれ改め
られたことに伴う改正 (1)
・住宅用防災機器の設置及び維持に関す
る条例の制定に関する基準を定める省令
の一部改正に伴いスプリンクラー設備の
スプリンクラーヘッドにおいて作動時間
が60秒以内を種別が1種に改められたこ
とに伴う改正 (2)
・住宅用火災警報器等を設置しないこと
ができる場合として特定小規模施設用自
動火災報知設備を技術上の基準に従い、
又は当該技術上の基準の例により設置し
たことが追加されたことによる整備 (3)
【議会及び施行日】
①議会提案
　令和元年６月定例会
②施行日
　令和元年７月１日
【法令等に基づく改正の場合】
①名称
・工業標準化法
・住宅用防災機器の設置及び維持に関す
る条例の制定に関する基準を定める省令
②法令改正施行日
　(1)令和元年7月1日
　(2)、(3)平成31年2月28日

エ
義務
権利

17
花巻市乳幼児、妊産婦及び
重度心身障害者医療費給付
条例の一部を改正する条例

【目的】
　乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者に
対して医療費の一部を給付することによ
り、これらの者の健康保持と福祉の増進
に資する。
【内容】
　小学生を対象とした医療費助成につい
て、医療機関での窓口負担を軽減する現
物給付方式を、県内一斉に実施すること
伴い、医療費の給付方法に関する規定を
改正
【議会及び施行日】
　①議会提案
　令和元年６月定例会
　②施行日
　令和元年８月１日

対象
外

ウ
法令
の

規定

　使用料等に関するものであるた
め。

18
東和コミュニティセンター
条例の一部を改正する条例

【目的】
　市民のコミュニティ活動の活発化を図
る。
【内容】
　東和コミュニティセンター整備に伴う
使用料等の追加。
【議会及び施行日】
　①議会提案
　令和元年6月定例会
　②施  行  日
　令和元年10月１日

オ
市税
等

　法令の規定により、実施基準が
定められており、その基準に基づ
くものであるため。

エ
義務
権利

　給付方式の変更のみであるた
め。

16



様式第１号 令和元年度　計画・条例等一覧【対象外・除外】

№ 除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）
計画及び条例等の名称

　計画及び条例等の内容（特に必要と認
め市民参画を実施する場合はその理由）

重要

【目的】
　児童福祉法に基づき、家庭的保育事業
等の設備及び運営に関する基準を定める
【内容】
・家庭的保育事業者等による卒園後の受
皿の提供を行う連携施設の確保の要件緩
和
・満３歳以上の児童を受け入れている保
育所型事業所内保育事業所についての連
携施設確保の要件緩和
・連携施設の確保が困難な場合の連携施
設を確保しないこととできる経過措置の
期限延長
【議会及び施行日】
　①議会提案
　令和元年６月定例会
　②施行日
　公布の日
【法令等に基づく改正の場合】
　①名称
　家庭的保育事業等の設備及び運営に関
する基準
　②省令改正施行日
　平成31年４月１日

対象
外

  法令の一部改正に伴い、所要の
改正を行うものであるため。21

花巻市家庭的保育事業等の
設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部を改正
する条例

20
花巻市奨学資金貸与条例の
一部を改正する条例

【目的】
　向学心に燃える優秀な学生であって、
経済的事由により修学困難な者に学資を
貸与して、有能な人材を育成する。
【内容】
　日本学生支援機構の給付型奨学金が令
和２年度から最大で年間91万円まで増額
されることに合わせ、市の返還免除型奨
学金「はなまき夢応援奨学金」について
も、利用条件の緩和を図ることで、利用
者の拡大を目指そうとするもの。
・「要自立支援者」の定義の一部変更
　ひとり親世帯で住民税非課税の世帯→
住民税（所得割）非課税の世帯【拡充】
・貸与条件の一部変更
　国等が行う返還免除型奨学金との併用
不可→併用可【拡充】
【議会及び施行日】
①議会提案
　令和元年９月定例会
②施行日
　令和２年４月１日

対象
外

   貸与条件の一部を拡充するもの
であるため。
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